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日野町税条例の一部を改正する条例 

 

日野町税条例(昭和45年日野町条例第24号)の一部を次のように改正する。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

(寄附金税額控除) 

 

(寄附金税額控除) 

第34条の7 （略） 第34条の7 （略） 

2 （略） 2 （略） 

3 法第314条の7第1項第3号の条例で定める住民の福祉の増

進に寄与する寄附金は、県内に事務所又は事業所を有する

認定特定非営利活動法人等(租税特別措置法第41条の18の2

第1項に規定する認定特定非営利活動法人等をいう。)に対

する寄附金とする。 

 

 

(町民税の申告) 

 

(町民税の申告) 

第36条の2 第23条第1項第1号の者は、3月15日までに、施行

規則第5号の4様式(別表)による申告書を町長に提出しなけ

ればならない。ただし、法第317条の6第1項又は第4項の規

定によって給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提

第36条の2 第23条第1項第1号の者は、3月15日までに、施行

規則第5号の4様式(別表)による申告書を町長に提出しなけ

ればならない。ただし、法第317条の6第1項又は第4項の規

定によって給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提
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出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的

年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以

外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなか

ったもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかっ

た者で社会保険料控除額(令第48条の9の7に規定するもの

を除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除

額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除

額若しくは法第314条の2第5項に規定する扶養控除額の控

除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の

控除、法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除、同

条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若

しくは第34条の7の規定によって控除すべき金額(以下この

条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けよ

うとするものを除く。以下この条において「給与所得等以

外の所得を有しなかった者」という。)及び第24条第2項に

規定する者(施行規則第2条の2第1項の表の上欄の(2)に掲

げる者を除く。)については、この限りでない。 

出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的

年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以

外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなか

ったもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかっ

た者で社会保険料控除額(令第48条の9の7に規定するもの

を除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除

額、地震保険料控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除

額、配偶者特別控除額若しくは法第314条の2第5項に規定す

る扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しく

は医療費控除額の控除、法第313条第8項に規定する純損失

の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失

の金額の控除若しくは第34条の7の規定によって控除すべ

き金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)

の控除を受けようとするものを除く。以下この条において

「給与所得等以外の所得を有しなかった者」という。)及び

第24条第2項に規定する者(施行規則第2条の2第1項の表の

上欄の(2)に掲げる者を除く。)については、この限りでは

ない。 

 

 

2～9 （略） 

(たばこ税の税率) (たばこ税の税率) 

第95条 たばこ税の税率は、1,000本につき5,262円とする。 第95条 たばこ税の税率は、1,000本につき4,618円とする。 



－3－ 

－3－ 

附 則 附 則 

 

(個人の町民税の住宅借入金等特別税額控除) 

 

(個人の町民税の住宅借入金等特別税額控除) 

第7条の3 平成20年度から平成28年度までの各年度分の個

人の町民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税

につき東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時

特例に関する法律(平成23年法律第29号)第13条第1項の規

定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条又は

同項規定により適用される租税特別措置法第41条の2の2の

規定の適用を受けた場合(同法第41条第1項に規定する居住

年(次条において「居住年」という。)が平成11年から平成1

8年までの各年である場合に限る。)においては、法附則第4

5条第4項の規定により読み替えて適用される法附則第5条

の4第6項に規定するところにより控除すべき額(第3項にお

いて「町民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。)

を当該納税義務者の第34条の3及び第34条の6の規定を適用

した場合の所得割の額から控除する。 

第7条の3 平成20年度から平成28年度までの各年度分の個

人の町民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税

につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適

用を受けた場合(同法第41条第1項に規定する居住年(次条

において「居住年」という。)が平成11年から平成18年まで

の各年である場合に限る。)においては、法附則第5条の4

第6項に規定するところにより控除すべき額(第3項におい

て「町民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。)を当

該納税義務者の第34条の3及び第34条の6の規定を適用した

場合の所得割の額から控除する。 

2及び3 （略） 2及び3 （略） 

第7条の3の2 平成22年度から平成35年度までの各年度分の

個人の町民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得

税につき東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨

時特例に関する法律第13条第1項の規定により読み替えて

第7条の3の2 平成22年度から平成35年度までの各年度分の

個人の町民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得

税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の

適用を受けた場合(居住年が平成11年から平成18年まで又
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適用される租税特別措置法第41条又は同項の規定により適

用される租税特別措置法第41条の2の2の規定の適用を受け

た場合(居住年が平成11年から平成18年まで又は平成21年

から平成25年までの各年である場合に限る。)において、前

条第1項の規定の適用を受けないときは、法附則第45条第3

項の規定により読み替えて適用される法附則第5条の4の2

第5項に規定するところにより控除すべき額を、当該納税義

務者の第34条の3及び第34条の6の規定を適用した場合の所

得割の額から控除する。 

は平成21年から平成25年までの各年である場合に限る。)

において、前条第1項の規定の適用を受けないときは、法附

則第5条の4の2第5項に規定するところにより控除すべき額

を、当該納税義務者の第34条の3及び第34条の6の規定を適

用した場合の所得割の額から控除する。 

2 前項の規定は、次に掲げる場合に限り適用する。 2 前項の規定は、次に掲げる場合に限り適用する。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 前号に掲げる場合のほか、前項の規定の適用を受けよ

うとする年度の初日の属する年の1月1日現在において法

第317条の6第1項の規定によって給与支払報告書を提出

する義務がある者から給与の支払を受けている者であっ

て、前年中において給与所得以外の所得を有しなかった

ものが、前年分の所得税につき東日本大震災の被災者等

に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1

項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2の2

の規定の適用を受けている場合 

(2) 前号に掲げる場合のほか、前項の規定の適用を受けよ

うとする年度の初日の属する年の1月1日現在において法

第317条の6第1項の規定によって給与支払報告書を提出

する義務がある者から給与の支払を受けている者であっ

て、前年中において給与所得以外の所得を有しなかった

ものが、前年分の所得税につき租税特別措置法第41条の2

の2の規定の適用を受けている場合 

3 （略） 3 （略） 
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第9条 削除 

(町民税の分離課税に係る所得割の額の特例等) 

第9条 分離課税に係る所得割の額は、当分の間、第53条の3

及び第53条の4の規定を適用して計算した金額からその10

分の1に相当する金額を控除して得た金額とする。 

2 前項の規定の適用がある場合における第53条の8及び第5

3条の12第1項の規定の適用については、これらの規定中「第

53条の4」とあるのは「第53条の4並びに附則第9条第1項」

とする。 

 

(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受

けようとする者がすべき申告) 

 

(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受

けようとする者がすべき申告) 

第10条の2 （略） 第10条の2 （略） 

2～6 （略） 2～6 （略） 

7 法附則第15条の9第4項の高齢者等居住改修住宅又は同条

第5項の高齢者等居住改修専有部分について、これらの規定

の適用を受けようとする者は、同条第4項に規定する居住安

全改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を

記載した申告書を施行規則附則第7条第8項各号に掲げる書

類を添付して町長に提出しなければならない。 

7 法附則第15条の9第4項の高齢者等居住改修住宅又は同条

第5項の高齢者等居住改修専有部分について、これらの規定

の適用を受けようとする者は、同条第4項に規定する居住安

全改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を

記載した申告書を施行規則附則第7条第9項各号に掲げる書

類を添付して町長に提出しなければならない。 

(1)～(7) （略） (1)～(7) （略） 

8 法附則第15条の9第9項の熱損失防止改修住宅又は同条第 8 法附則第15条の9第9項の熱損失防止改修住宅又は同条第
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10項の熱損失防止改修専有部分について、これらの規定の

適用を受けようとする者は、同条第9項に規定する熱損失防

止改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を

記載した申告書に施行規則附則第7条第9項各号に掲げる書

類を添付して町長に提出しなければならない。 

10項の熱損失防止改修専有部分について、これらの規定の

適用を受けようとする者は、同条第9項に規定する熱損失防

止改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を

記載した申告書に施行規則附則第7条第10項各号に掲げる

書類を添付して町長に提出しなければならない。 

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

 

(土地に対して課する平成25年度から平成26年度までの各

年度分の固定資産税の特例に関する用語の意義) 

 

(土地に対して課する平成21年度から平成23年度までの各

年度分の固定資産税の特例に関する用語の意義) 

第11条 次条から附則第14条までにおいて、次の各号に掲げ

る用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げる規定に定める

ところによる。 

第11条 次条から附則第14条までにおいて、次の各号に掲げ

る用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げる規定に定める

ところによる。 

(1)～(5) （略） (1)～(5) （略） 

(6) 前年度分の固定資産税の課税標準額 法附則第18条

第6項(附則第13条の場合にあっては法附則第19条第2項

において準用する法附則第18条第6項、附則第13条の4の

場合にあっては法附則第21条の2第2項において準用する

法附則第18条第6項及び第18条の3) 

(6) 前年度分の固定資産税の課税標準額 法附則第18条

第7項(附則第13条の場合にあっては法附則第19条第2項

において準用する法附則第18条第7項、附則第13条の4の

場合にあっては法附則第21条の2第2項において準用する

法附則第18条第7項及び第18条の3) 

 

(平成25年度又は平成26年度における土地の価格の特例) 

 

(平成22年度又は平成23年度における土地の価格の特例) 

第11条の2 町の区域内の自然的及び社会的条件からみて類 第11条の2 町の区域内の自然的及び社会的条件からみて類
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似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下

落し、かつ、町長が土地の修正前の価格(法附則第17条の2

第1項に規定する修正前の価格をいう。)を当該年度分の固

定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著し

く均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課

する固定資産税の課税標準は、第61条の規定にかかわらず、

平成25年度分又は平成26年度分の固定資産税に限り、当該

土地の修正価格(法附則第17条の2第1項に規定する修正価

格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。 

似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下

落し、かつ、町長が土地の修正前の価格(法附則第17条の2

第1項に規定する修正前の価格をいう。)を当該年度分の固

定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著し

く均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課

する固定資産税の課税標準は、第61条の規定にかかわらず、

平成22年度分又は平成23年度分の固定資産税に限り、当該

土地の修正価格(法附則第17条の2第1項に規定する修正価

格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。 

2 法附則第17条の2第2項に規定する平成25年度適用土地又

は平成25年度類似適用土地であって、平成26年度分の固定

資産税について前項の規定の適用を受けないこととなるも

のに対して課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第6

1条の規定にかかわらず、修正された価格(法附則第17条の2

第2項に規定する修正された価格をいう。)で土地課税台帳

等に登録されたものとする。 

2 法附則第17条の2第2項に規定する平成22年度適用土地又

は平成22年度類似適用土地であって、平成23年度分の固定

資産税について前項の規定の適用を受けないこととなるも

のに対して課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第6

1条の規定にかかわらず、修正された価格(法附則第17条の2

第2項に規定する修正された価格をいう。)で土地課税台帳

等に登録されたものとする。 

 

(宅地等に対して課する平成21年度から平成23年度までの

各年度分の固定資産税の特例) 

 

(宅地等に対して課する平成21年度から平成23年度までの

各年度分の固定資産税の特例) 

第12条 宅地等に係る平成24年度から平成26年度までの各

年度分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分

の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税

第12条 宅地等に係る平成21年度から平成23年度までの各

年度分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分

の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税
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に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等

に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格

(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条

の3の2の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価

格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において

同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地

等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法

附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地

等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じ

て得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額

(以下「宅地等調整固定資産税額」という。)を超える場合

には、当該宅地等調整固定資産税額とする。 

に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等

に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格

(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条

の3の2の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価

格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において

同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地

等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法

附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地

等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じ

て得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額

(以下「宅地等調整固定資産税額」という。)を超える場合

には、当該宅地等調整固定資産税額とする。 

2 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平成24年度か

ら平成26年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額

は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該商業地等に係る

当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分

の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産

税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3

までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額

にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を商業地等に

係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とし

2 前項の規定の適用を受ける住宅用地又は商業地等に係る

平成21年度から平成23年度までの各年度分の宅地等調整固

定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該住宅

用地又は商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標

準となるべき価格に、住宅用地にあっては10分の8、商業地

等にあっては10分の6を乗じて得た額(当該住宅用地又は商

業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又

は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける

住宅用地又は商業地等であるときは、当該額にこれらの規
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た場合における固定資産税額を超える場合にあっては、同

項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。 

定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地又は商業地

等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額

とした場合における固定資産税額を超える場合にあって

は、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。 

3 第1項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成24年度か

ら平成26年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額

は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該宅地等に係る当

該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の

2を乗じて得た金額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税

について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3ま

での規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこ

れらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係

る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした

場合における固定資産税額に満たない場合にあっては、同

項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。 

3 第1項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成21年度か

ら平成23年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額

は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該宅地等に係る当

該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の

2を乗じて得た金額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税

について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3ま

での規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこ

れらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係

る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした

場合における固定資産税額に満たない場合にあっては、同

項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。 

 4 住宅用地のうち当該住宅用地の当該年度の負担水準が0.

8以上のものに係る平成21年度から平成23年度までの各年

度分の固定資産税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該

住宅用地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該住宅用

地の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税

の課税標準額(当該住宅用地が当該年度分の固定資産税に

ついて法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3まで
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の規定の適用を受ける住宅用地であるときは、当該課税標

準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住

宅用地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き額とした場合における固定資産税額(以下「住宅用地据置

固定資産税額」という。)を超える場合には、当該住宅用地

据置固定資産税額とする。 

4 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.

6以上0.7以下のものに係る平成24年度から平成26年度まで

の各年度分の固定資産税の額は、第1項の規定にかかわら

ず、当該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度

分の固定資産税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分

の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から

第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるとき

は、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得

た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課

税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以

下「商業地等据置固定資産税額」という。)とする。 

5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.

6以上0.7以下のものに係る平成21年度から平成23年度まで

の各年度分の固定資産税の額は、第1項の規定にかかわら

ず、当該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度

分の固定資産税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分

の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から

第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるとき

は、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得

た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課

税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以

下「商業地等据置固定資産税額」という。)とする。 

5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.

7を超えるものに係る平成24年度から平成26年度までの各

年度分の固定資産税の額は、第1項の規定にかかわらず、当

該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準とな

るべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該

6 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.

7を超えるものに係る平成21年度から平成23年度までの各

年度分の固定資産税の額は、第1項の規定にかかわらず、当

該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準とな

るべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該
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年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15

条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であ

るときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税

標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下

「商業地等調整固定資産税額」という。)とする。 

年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15

条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であ

るときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税

標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下

「商業地等調整固定資産税額」という。)とする。 

 

(農地に対して課する平成24年度から平成26年度までの各

年度分の固定資産税の特例) 

 

(農地に対して課する平成21年度から平成23年度までの各

年度分の固定資産税の特例) 

第13条 農地に係る平成24年度から平成26年度までの各年

度分の固定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固

定資産税額が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に

係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該農地が当該

年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条

から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるとき

は、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得

た額)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担

水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じ

て得た額を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税

標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下

「農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当

該農地調整固定資産税額とする。 

第13条 農地に係る平成21年度から平成23年度までの各年

度分の固定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固

定資産税額が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に

係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該農地が当該

年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条

から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるとき

は、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得

た額)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担

水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じ

て得た額を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税

標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下

「農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当

該農地調整固定資産税額とする。 
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(特別土地保有税の課税の特例) (特別土地保有税の課税の特例) 

第15条 附則第12条第1項から第5項までの規定の適用があ

る宅地等(附則第11条第2号に掲げる宅地等をいうものと

し、法第349条の3、第349条の3の2又は法附則第15条から第

15条の3までの規定の適用がある宅地等を除く。)に対して

課する平成24年度から平成26年度までの各年度分の特別土

地保有税については、第137条第1号及び第140条の5中「当

該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とある

のは、「当該年度分の固定資産税に係る附則第12条第1項か

ら第5項までに規定する課税標準となるべき額」とする。 

第15条 附則第12条第1項から第6項までの規定の適用があ

る宅地等(附則第11条第2号に掲げる宅地等をいうものと

し、法第349条の3、第349条の3の2又は法附則第15条から第

15条の3までの規定の適用がある宅地等を除く。)に対して

課する平成21年度から平成23年度までの各年度分の特別土

地保有税については、第137条第1号及び第140条の5中「当

該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とある

のは、「当該年度分の固定資産税に係る附則第12条第1項か

ら第6項までに規定する課税標準となるべき額」とする。 

2 法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の取得の

うち平成18年1月1日から平成27年3月31日までの間にされ

たものに対して課する特別土地保有税については、第137

条第2号中「不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあ

るのは、「不動産取得税の課税標準となるべき価格(法附則

第11条の5第1項の規定の適用がないものとした場合におけ

る課税標準となるべき価格をいう。)に2分の1を乗じて得た

額」とし、「令第54条の38第1項に規定する価格」とあるの

は、「令第54条の38第1項に規定する価格(法附則第11条の5

第1項の規定の適用がないものとした場合における価格を

いう。)に2分の1を乗じて得た額」とする。 

2 法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の取得の

うち平成18年1月1日から平成24年3月31日までの間にされ

たものに対して課する特別土地保有税については、第137

条第2号中「不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあ

るのは、「不動産取得税の課税標準となるべき価格(法附則

第11条の5第1項の規定の適用がないものとした場合におけ

る課税標準となるべき価格をいう。)に2分の1を乗じて得た

額」とし、「令第54条の38第1項に規定する価格」とあるの

は、「令第54条の38第1項に規定する価格(法附則第11条の5

第1項の規定の適用がないものとした場合における価格を

いう。)に2分の1を乗じて得た額」とする。 
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3～5 （略） 3～5 （略） 

 

(たばこ税の税率の特例) 

 

(たばこ税の税率の特例) 

第16条の2 たばこ事業法附則第2条の規定による廃止前の

製造たばこ定価法(昭和40年法律第122号)第1条第1項に規

定する紙巻たばこ3級品の当該廃止の時における品目と同

一である喫煙用の紙巻たばこに係るたばこ税の税率は、第9

5条の規定にかかわらず、当分の間、1,000本につき2,495

円とする。 

第16条の2 たばこ事業法附則第2条の規定による廃止前の

製造たばこ定価法(昭和40年法律第122号)第1条第1項に規

定する紙巻たばこ3級品の当該廃止の時における品目と同

一である喫煙用の紙巻たばこに係るたばこ税の税率は、第9

5条の規定にかかわらず、当分の間、1,000本につき2,190

円とする。 

2 （略） 2 （略） 

 

(長期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例) 

 

(長期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例) 

第17条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別

措置法第31条第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、

当該譲渡所得については、第33条及び第34条の3の規定にか

かわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金

額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しく

は第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、

第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条(東日本大震災の

被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平

成23年法律第29号)第11条の6第1項の規定により適用され

る場合を含む。)の規定に該当する場合には、これらの規定

第17条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別

措置法第31条第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、

当該譲渡所得については、第33条及び第34条の3の規定にか

かわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金

額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しく

は第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、

第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定に該当する

場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規

定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金

額とし、これらの金額につき第3項第1号の規定により読み
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の適用により租税特別措置法第31条第1項に規定する長期

譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、こ

れらの金額につき第3項第1号の規定により読み替えて適用

される第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後

の金額。以下「課税長期譲渡所得金額」という。)の100分

の3に相当する金額に相当する町民税の所得割を課する。 

替えて適用される第34条の2の規定の適用がある場合には、

その適用後の金額。以下「課税長期譲渡所得金額」という。)

の100分の3に相当する金額に相当する町民税の所得割を課

する。 

2及び3 （略） 2及び3 （略） 

 

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長

期譲渡所得に係る町民税の課税の特例) 

 

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長

期譲渡所得に係る町民税の課税の特例) 

第17条の2 （略） 第17条の2 （略） 

2 （略） 2 （略） 

3 第1項(前項において準用する場合を含む。)の場合におい

て、所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租

税特別措置法第33条から第33条の4まで、第34条から第35

条の2まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4か

ら第37条の7まで、第37条の9の2から第37条の9の5まで(東

日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関

する法律第11条の6第1項の規定により適用される場合を含

む。)の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、

第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規

定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しない

3 第1項(前項において準用する場合を含む。)の場合におい

て、所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租

税特別措置法第33条から第33条の4まで、第34条から第35

条の2まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4か

ら第37条の7まで、第37条の9の2から第37条の9の5までの規

定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第1項に規

定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定

優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみな

す。 
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ものとみなす。 

 

(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の

町民税の課税の特例) 

 

(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の

町民税の課税の特例) 

第17条の3 町民税の所得割の納税義務者が前年中に東日本

大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する

法律第11条の6第1項の規定により適用される租税特別措置

法第31条の3第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、

当該譲渡所得については、附則第17条第1項の規定により当

該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する町民

税の所得割の額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に

掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する

額とする。 

第17条の3 町民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特

別措置法第31条の3第1項に規定する譲渡所得を有する場合

には、当該譲渡所得については、附則第17条第1項の規定に

より当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し課す

る町民税の所得割の額は、同項の規定にかかわらず、次の

各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相

当する額とする。 

(1)及び(2) （略） (1)及び(2) （略） 

2 （略） 2 （略） 

 

(短期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例) 

 

(短期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例) 

第18条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別

措置法第32条第1項に規定する譲渡所得(同条第2項に規定

する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡

所得については、第33条及び第34条の3の規定にかかわら

第18条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別

措置法第32条第1項に規定する譲渡所得(同条第2項に規定

する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡

所得については、第33条及び第34条の3の規定にかかわら
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ず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対

し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第33

条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、

第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条(東日本大震災の

被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11

条の6第1項の規定により適用される場合を含む。)の規定に

該当する場合には、これらの規定の適用により租税特別措

置法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除

する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第5項第

1号の規定により読み替えて適用される第34条の2の規定の

適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100

分の5.4に相当する金額に相当する町民税の所得割を課す

る。 

ず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対

し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第33

条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、

第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する

場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規

定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金

額とし、これらの金額につき第5項第1号の規定により読み

替えて適用される第34条の2の規定の適用がある場合には、

その適用後の金額)をいう。)の100分の5.4に相当する金額

に相当する町民税の所得割を課する。 

2～5 （略） 2～5 （略） 

 

(東日本大震災に係る雑損控除額等の特例) 

 

(東日本大震災に係る雑損控除額等の特例) 

第21条 所得割の納税義務者の選択により、法附則第42条第

3項に規定する特例損失金額(以下この項において「特例損

失金額」という。)がある場合には、特例損失金額(同条第3

項に規定する災害関連支出がある場合には、第3項に規定す

る申告書の提出の日の前日までに支出したものに限る。以

下この項及び次項において「損失対象金額」という。)につ

第21条 所得割の納税義務者の選択により、法附則第42条第

3項に規定する特例損失金額(以下この条において「特例損

失金額」という。)については、平成22年において生じた法

第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額として、この

条例の規定を適用することができる。この場合において、

第34条の2の規定により控除された金額に係る当該特例損
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いて、平成22年において生じた法第314条の2第1項第1号に

規定する損失の金額として、この条例の規定を適用するこ

とができる。この場合において、第34条の2の規定により控

除された金額に係る当該損失対象金額は、その者の平成24

年度以後の年度分で当該損失対象金額が生じた年の末日の

属する年度の翌年度分の町民税に係るこの条例の規定の適

用については、当該損失対象金額が生じた年において生じ

なかったものとみなす。 

失金額は、その者の平成24年度以後の年度分の町民税に係

るこの条例の規定の適用については、平成23年において生

じなかったものとみなす。 

 2 前項の規定の適用を受けた所得割の納税義務者の同項の

規定により適用される第34条の2の規定により控除された

金額に係る特例損失金額が平成24年以後の各年において生

じたものである場合における前項の規定の適用について

は、同項中「平成23年」とあるのは、「当該特例損失金額

が生じた年」とする。 

2 前項前段の場合において、第34条の2の規定により控除さ

れた金額に係る損失対象金額のうちに、同項の規定の適用

を受けた者と生計を一にする令第48条の6第1項に規定する

親族の有する法附則第42条第3項に規定する資産について

受けた損失の金額(以下この項において「親族資産損失額」

という。)があるときは、当該親族資産損失額は、当該親族

の平成24年度以後の年度分の町民税に係るこの条例の規定

の適用については、当該親族資産損失額が生じた年におい

3 第1項前段の場合において、第34条の2の規定により控除

された金額に係る特例損失金額のうちに、同項の規定の適

用を受けた者と生計を一にする令第48条の6第1項に規定す

る親族の有する法附則第42条第3項に規定する資産につい

て受けた損失の金額(以下この条において「親族資産損失

額」という。)があるときは、当該親族資産損失額は、当該

親族の平成24年度以後の年度分の町民税に係るこの条例の

規定の適用については、平成23年において生じなかったも
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て生じなかったものとみなす。 のとみなす。 

 4 第1項の規定の適用を受けた所得割の納税義務者の同項

の規定により適用される第34条の2の規定により控除され

た金額に係る親族資産損失額が平成24年以後の各年におい

て生じたものである場合における前項の規定の適用につい

ては、同項中「平成23年」とあるのは、「当該親族資産損

失額が生じた年」とする。 

3 （略） 5 （略） 

 

(東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期

限の特例) 

 

(東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期

限の特例) 

第22条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災

特例法第13条第1項の規定の適用を受けた場合における附

則第7条の3及び附則第7条の3の2の規定の適用については、

附則第7条の3第1項中「租税特別措置法第41条又は第41条の

2の2」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関

係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第13

条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置

法第41条又は同項の規定により適用される租税特別措置法

第41条の2の2」と、「法附則第5条の4第6項」とあるのは「法

附則第45条第3項の規定により読み替えて適用される法附

則第5条の4第6項」と、附則第7条の3の2第1項中「租税特別

第22条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき東日

本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関す

る法律(平成23年法律第29号)第13条第1項の規定の適用を

受けた場合における附則第7条の3及び附則第7条の3の2の

規定の適用については、附則第7条の3第1項中「租税特別措

置法第41条又は第41条の2の2」とあるのは「東日本大震災

の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律

(平成23年法律第29号)第13条第1項の規定により読み替え

て適用される租税特別措置法第41条又は同項の規定により

適用される租税特別措置法第41条の2の2」と、「法附則第5

条の4第6項」とあるのは「法附則第45条第2項の規定により
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措置法第41条又は第41条の2の2」とあるのは「東日本大震

災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律

第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別

措置法第41条又は同項の規定により適用される租税特別措

置法第41条の2の2」と、「法附則第5条の4の2第5項」とあ

るのは「法附則第45条第3項の規定により読み替えて適用さ

れる法附則第5条の4の2第5項」と、同条第2項第2号中「租

税特別措置法第41条の2の2」とあるのは「東日本大震災の

被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13

条第1項の規定により適用される租税特別措置法第41条2の

2」とする。 

読み替えて適用される法附則第5条の4第6項」と、附則第7

条の3の2第1項中「租税特別措置法第41条又は第41条の2の

2」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法

律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定により読み

替えて適用される租税特別措置法第41条又は同項の規定に

より適用される租税特別措置法第41条の2の2」と、「法附

則第5条の4の2第5項」とあるのは「法附則第45条第2項の規

定により読み替えて適用される法附則第5条の4の2第5項」

と、同条第2項第2号中「租税特別措置法第41条の2の2」と

あるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の

臨時特例に関する法律第13条第1項の規定により適用され

る租税特別措置法第41条2の2」とする。 

2 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法

第13条第3項若しくは第4項又は第13条の2第1項から第5項

までの規定の適用を受けた場合における附則第7条の3及び

第7条の3の2の規定の適用については、附則第7条の3第1項

中「法附則第5条の4第6項」とあるのは「法附則第45条第4

項の規定により読み替えて適用される法附則第5条の4第6

項」と、附則第7条の3の2第1項中「法附則第5条の4の2第5

項」とあるのは「法附則第45条第4項の規定により読み替え

て適用される法附則第5条の4の2第5項」とする。 
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(東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期

限の延長の特例) 

第22条の2 その有していた家屋でその居住の用に供してい

たものが東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地

方太平洋沖地震及びこれに伴なう原子力発電所の事故によ

る災害をいう。)により滅失(東日本大震災の被災者等に係

る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第2

9号。以下この項及び次条において「震災特例法」という。)

第11条の6第1項に規定する滅失をいう。以下この項におい

て同じ。)をしたことによってその居住の用に供することが

できなくなった所得割の納税義務者が、当該滅失をした当

該家屋の敷地の用に供されていた土地又は当該土地の上に

存する権利の譲渡(震災特例法第11条の4第6項に規定する

譲渡をいう。)をした場合には「第36条(東日本大震災の被

災者に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23

年法律第29号)第11条の6第1項の規定により適用される場

合を含む。)」と、「同法第31条第1項」とあるのは「租税

特別措置法第31条第1項」と、附則第17条の2第3項中「第3

7条の9の5まで」とあるのは「第37条条の9の5まで(東日本

大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する

法律第11条の6第1項の規定により適用される場合を含

む。)」と、附則第17条の3第1項中「租税特別措置法第31
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条の3第1項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る

国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の6第1項の規

定により適用租税特別措置法第31条の3第1項」と、附則第1

8条第1項中「第36条」とあるのは「第36条(東日本大震災の

被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11

条の6第1項の規定により適用される場合を含む。)」と、「同

法第32条第1項」とあるのは「租税特別措置法第32条第1項」

として、附則第17条、附則第17条の2、附則第17条の3又は

附則第18条の規定を適用する。 

2 前項の規定は、同耕の規定の適用を受けようとする年度

分の第36条の2第1項の規定による申告書(その提出後にお

いて町民税の納税通知書が送達される時までに提出された

もの及びその時までに提出された第36条の3第1項の確定申

告書を含む。)に、前項の規定の適用を受けようとする旨の

記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことに

ついてやむを得ない理由があると町長が認めるときを含

む。)に限り、適用する。 

 

(個人の町民税の税率の特例等) 

第25条 平成26年度から平成35年度までの各年度分の個人

の町民税に限り、均等割の税率は、第31条第1項の規定にか

かわらず、同項に規定する額に500円を加算した額とする。 
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2 前項の規定の適用がある場合における第32条の規定の適

用については、「前条第1項の額」とあるのは、「前条第1

項 の 額 に 5 0 0 円 を 加 算 し た 額 」 と す る 。 

 

附 則 

（施行期日） 

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 第36条の2の改正規定 平成26年1月1日 

(2) 附則第9条の改正規定及び次条の規定 平成25年1月1日 

(3) 第95条の改正規定、附則第16条の2第1項の改正規定及び附則第3条の規定 平成25年4月1日 

 

（町民税に関する経過措置） 

第2条 平成24年12月31日以前に支払うべき退職手当等（この条例による改正前の日野町税条例第53条の2に規定する退職手当

等をいう。）に係るこの条例による改正前の日野町税条例附則第９条第1項に規定する分離課税に係る所得割については、な

お従前の例による。 

 

（町たばこ税に関する経過措置） 

第 3条 平成 25 年 4 月 1 日より前に課した、又は課すべきであった町たばこ税については、なお従前の例による。 




